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令和４年６月定例会議案目次 

 

議 案 番 号              件          名 

議第４１号  令和４年度山形市一般会計補正予算 

議第４２号  令和４年度山形市一般会計補正予算 

議第４３号  令和４年度山形市農業集落排水事業会計補正予算 

議第４４号  高規格救急自動車の購入について 

議第４５号  工事請負契約の締結について（山形市立第九中学校校舎増築建築工事） 

議第４６号  工事請負契約の締結について（市道楯山停車場立谷川線道路橋整備工事（上部

工）） 

議第４７号  山形市市税条例等の一部改正について 

議第４８号  山形市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関す

る条例の一部改正について 

議第４９号  山形市特別養護老人ホーム条例の一部改正について 

報第 １号  専決処分の承認について（令和３年度山形市一般会計補正予算） 

報第 ２号  専決処分の承認について（山形市市税条例等の一部改正について） 

報第 ３号  専決処分の承認について（山形市国民健康保険税条例の一部改正について） 





















議第４４号 

 

高規格救急自動車の購入について                   

 

次のとおり、高規格救急自動車を購入する。 

 

令和４年６月９日提出 

 

山形市長 佐 藤 孝 弘 

 

１ 名   称  高規格救急自動車 

２ 数   量  １台 

３ 購 入 金 額  金３３，５００，０００円 

４ 購 入 先  山形トヨタ自動車株式会社 

５ 契約の方法   指名競争入札 

 

 

 

理 由 

高規格救急自動車を購入するため、契約及び財産の取得又は処分並びに財産の管理等に関す

る条例第３条の規定により、議決を求めようとするものである。 

 

 

 

 

  



 

議第４５号 

 

工事請負契約の締結について 

 

次のとおり、工事請負契約を締結する。 

 

令和４年６月９日提出 

 

                          山形市長 佐 藤 孝 弘 

 

１ 契約の目的  山形市立第九中学校校舎増築建築工事 

２ 契約の方法  一般競争入札 

３ 請 負 金 額  金２５２，５１０，５００円 

４ 契約の相手方  渋谷組・斎藤工務店建設工事共同企業体 

 

 

 

理 由 

山形市立第九中学校校舎増築建築工事について、渋谷組・斎藤工務店建設工事共同企業体と

請負契約を締結するため、契約及び財産の取得又は処分並びに財産の管理等に関する条例第２

条の規定により、議決を求めようとするものである。 

 

 

 

 



 

議第４６号 

 

工事請負契約の締結について 

 

次のとおり、工事請負契約を締結する。 

 

令和４年６月９日提出 

 

                          山形市長 佐 藤 孝 弘 

 

１ 契約の目的  市道楯山停車場立谷川線道路橋整備工事（上部工） 

２ 契約の方法  一般競争入札 

３ 請 負 金 額  金５０７，４１２，４００円 

４ 契約の相手方  日本ピーエス・三和建設工事共同企業体 

 

 

 

理 由 

市道楯山停車場立谷川線道路橋整備工事（上部工）について、日本ピーエス・三和建設工事

共同企業体と請負契約を締結するため、契約及び財産の取得又は処分並びに財産の管理等に関

する条例第２条の規定により、議決を求めようとするものである。 

 

 

 

 



議第４７号 

 

山形市市税条例等の一部改正について 

 

山形市市税条例等の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和４年６月９日提出 

 

山形市長 佐 藤 孝 弘 

 

山形市市税条例等の一部を改正する条例 

（山形市市税条例の一部改正） 

第１条 山形市市税条例（昭和４０年市条例第３７号）の一部を次のように改正する。 

第１６条第４項を次のように改める。 

４ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第２６条第１項に規定する確定申告書に特定配当 

等に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記載があるときは、当該

特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。 

第１６条第６項を次のように改める。 

６ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第２６条第１項に規定する確定申告書に特定株式

等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記載がある

ときは、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。 

第２２条の３第１項中「特定配当等申告書」及び「特定株式等譲渡所得金額申告書」を

「確定申告書」に改め、同条第２項中「又は」を「、又は」に、「申告書に係る年度分の個

人の県民税」を「確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の県民税」に改

める。 

第２５条第１項ただし書中「所得税法第２条第１項第３３号の４に規定する源泉控除対象

配偶者」を「所得割の納税義務者（前年の合計所得金額が９００万円以下であるものに限

る。）の法第３１４条の２第１項第１０号の２に規定する自己と生計を一にする配偶者（前

年の合計所得金額が９５万円以下であるものに限る。）で控除対象配偶者に該当しないも

の」に改める。 



第２６条第２項中「附記された」を「付記された」に改め、同条第３項中「附記しなけれ

ばならない」を「付記しなければならない」に改める。 

第２６条の２の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、同条第１項

中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

⑵ 所得割の納税義務者（合計所得金額が１，０００万円以下であるものに限る。）の自

己と生計を一にする配偶者（法第３１３条第３項に規定する青色事業専従者に該当する

もので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第４項に規定する事業専従者に

該当するものを除き、合計所得金額が１３３万円以下であるものに限る。次条第１項に

おいて同じ。）の氏名 

第２６条の３の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、同条第１項

中「あつて、」の次に「特定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得金額が９００万円以下

であるものに限る。）の自己と生計を一にする配偶者（退職手当等（第４０条の２に規定す

る退職手当等に限る。以下この項において同じ。）に係る所得を有する者であつて、合計所

得金額が９５万円以下であるものに限る。）をいう。第２号において同じ。）又は」を、

「控除対象扶養親族」の次に「であつて退職手当等に係る所得を有しない者」を加え、同項

中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

⑵ 特定配偶者の氏名 

附則第８条の３の２第１項中「令和１５年度」を「令和２０年度」に、「令和３年」を

「令和７年」に改める。 

附則第１１条の２第２項中「４分の３」を「５分の４」に改める。 

附則第２０条第２項を次のように改める。 

２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第８条の４第２項に規定する特定上場株式等の配当

等（以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。）に係る配当所得に係る部

分は、市民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税について特定上場株式等の配当等に

係る配当所得につき同条第１項の規定の適用を受けた場合に限り、適用する。 

附則第２３条第３項中「、第３７条の８又は第３７条の９」を「又は第３７条の８」に改

める。 

附則第２６条の４第４項を次のように改める。 

４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第２６条 

第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があると



きに限り、適用する。 

附則第２６条の５第４項を次のように改める。 

４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第２６条 

第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があると

きに限り、適用する。 

附則第２６条の５第６項中「年の翌年の４月１日の属する年度分の」を「年分の所得税に

係る」に、「条約適用配当等申告書にこの項」を「確定申告書にこの項」に改め、「（条約

適用配当等申告書にこれらの記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認め

るときを含む。）」を削る。 

附則第３５条を削る。 

（山形市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 山形市市税条例等の一部を改正する条例（令和３年市条例第３４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１条のうち、山形市市税条例第２６条の３第１項の改正規定中「控除対象扶養親族を除

く」を「年齢１６歳未満の者」を「扶養親族（」の次に「年齢１６歳未満の者又は」を加え、

「有しない者を除く」を「有する者」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

 ⑴ 第１条中山形市市税条例第２６条の２の見出し及び同条第１項並びに第２６条の３の見

出し及び同条第１項の改正規定並びに同条例附則第８条の３の２第１項及び第２３条第３

項の改正規定並びに同条例附則第３５条を削る改正規定並びに第２条の規定並びに附則第

２条第１項及び第２項の規定 令和５年１月１日 

 ⑵ 第１条中山形市市税条例第１６条第４項及び第６項、第２２条の３第１項及び第２項、

第２５条第１項ただし書並びに第２６条第２項及び第３項の改正規定並びに同条例附則第

２０条第２項、第２６条の４第４項並びに第２６条の５第４項及び第６項の改正規定並び

に附則第２条第３項の規定 令和６年１月１日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の山形市市税条例（以下「新条例」」という。）第２６条



の２第１項の規定は、前条第１号に掲げる規定の施行の日（以下この項及び次項において

「１号施行日」という。）以後に支払を受けるべき第２６条の２第１項に規定する給与につ

いて提出する同項及び同条第２項に規定する申告書について適用し、１号施行日前に支払を

受けるべき第１条の規定による改正前の山形市市税条例（次項において「旧条例」とい

う。）第２６条の２第１項に規定する給与について提出した同項及び同条第２項に規定する

申告書については、なお従前の例による。 

２ 新条例第２６条の３第１項の規定は、１号施行日以後に支払を受けるべき所得税法（昭和

４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定する公的年金等（同法第２０３条の７の

規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。）について提

出する新条例第２６条の３第１項に規定する申告書について適用し、１号施行日前に支払を

受けるべき公的年金等について提出した旧条例第２６条の３第１項に規定する申告書につい

ては、なお従前の例による。 

３ 前条第２号に掲げる規定による改正後の山形市市税条例の規定中個人の市民税に関する部

分は、令和６年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和５年度分までの個人の

市民税については、なお従前の例による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第３条 令和２年４月１日から令和４年３月３１日までの間に取得された地方税法等の一部を

改正する法律（令和４年法律第１号）第１条の規定による改正前の地方税法附則第１５条第

２項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

 

 

 

理 由 

地方税法等の改正に伴い、住宅ローン控除制度の延長、固定資産税の課税標準の特例措置の

見直しなど、所要の改正をしようとするものである。 



議第４８号 

 

山形市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する

条例の一部改正について 

 

山形市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部

を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和４年６月９日提出 

 

山形市長 佐 藤 孝 弘 

 

山形市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する

条例の一部を改正する条例 

山形市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例（平成

２８年市条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

第３条中「令和４年３月３１日」を「令和６年３月３１日」に、「２年」を「３年」に改め

る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山形市地方活力向上地域におけ

る固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例の規定は、令和４年４月１日から適用す

る。 

 

 

 

理 由 

 総務省令の改正に伴い、本社機能を移転・拡充する事業に係る固定資産税の特例措置を延長

しようとするものである。 

 



議第４９号 

 

   山形市特別養護老人ホーム条例の一部改正について 

 

 山形市特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和４年６月９日提出 

 

山形市長 佐 藤 孝 弘 

 

   山形市特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例 

山形市特別養護老人ホーム条例（平成７年市条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

第３条第２号を次のように改める。 

⑵ 老人福祉法に基づく措置に係る次に掲げる事業 

 ア 老人福祉法第１０条の４第１項第３号の規定による措置に係る者を短期間入所させ、

養護する事業 

 イ 老人福祉法第１１条第１項第２号の規定による措置に係る者を入所させ、養護する事

業 

第４条中「前条第１号」を「前条第１号ア及びイ並びに第２号ア」に、「２０人」を「１８

人」に改める。 

  附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

理 由 

菅沢荘における短期入所の入所定員を変更しようとするものである。 











報第２号 

 

   専決処分の承認について 

 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により別紙写しのとおり専決処分をしたので、同条第３

項の規定により報告し、承認を求める。 

 

  令和４年６月９日提出 

 

                          山形市長 佐 藤 孝 弘 



写 
専第１３号 

 

山形市市税条例等の一部改正について 

 

山形市市税条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、上記のとおり専決処分する。 

 

令和４年３月３１日 

 

                          山形市長 佐 藤 孝 弘 



別紙 

山形市市税条例等の一部を改正する条例 

 （山形市市税条例の一部改正） 

第１条 山形市市税条例（昭和４０年市条例第３７号）の一部を次のように改正する。 

 附則第１１条の２第３項中「附則第１５条第２７項第１号イ」を「附則第１５条第２６項

第１号イ」に改め、同条第４項中「附則第１５条第２７項第１号ロ」を「附則第１５条第 

２６項第１号ロ」に改め、同条第５項中「附則第１５条第２７項第１号ハ」を「附則第１５

条第２６項第１号ハ」に改め、同条第６項中「附則第１５条第２７項第１号ニ」を「附則第

１５条第２６項第１号ニ」に改め、同条第７項中「附則第１５条第２７項第２号イ」を「附

則第１５条第２６項第２号イ」に改め、同条第８項中「附則第１５条第２７項第２号ロ」を

「附則第１５条第２６項第２号ロ」に改め、同条第９項中「附則第１５条第２７項第２号

ハ」を「附則第１５条第２６項第２号ハ」に改め、同条第１０項中「附則第１５条第２７項

第３号イ」を「附則第１５条第２６項第３号イ」に改め、同条第１１項中「附則第１５条第

２７項第３号ロ」を「附則第１５条第２６項第３号ロ」に改め、同条第１２項中「附則第 

１５条第２７項第３号ハ」を「附則第１５条第２６項第３号ハ」に改め、同条第１３項中

「附則第１５条第３０項」を「附則第１５条第２９項」に改め、同条第１４項中「附則第 

１５条第３４項」を「附則第１５条第３３項」に改め、同条第１５項中「附則第１５条第 

３５項」を「附則第１５条第３４項」に改める。 

附則第１１条の６の見出し中「熱損失防止改修住宅等」を「熱損失防止改修等住宅等」に

改め、同条中「熱損失防止改修住宅」を「熱損失防止改修等住宅」に、「熱損失防止改修専

有部分」を「熱損失防止改修等専有部分」に、「熱損失防止改修工事」を「熱損失防止改修

工事等」に改める。 

附則第１１条の８の見出し中「特定熱損失防止改修住宅等」を「特定熱損失防止改修等住

宅等」に改め、同条中「特定熱損失防止改修住宅又は」を「特定熱損失防止改修等住宅又

は」に、「特定熱損失防止改修住宅専有部分」を「特定熱損失防止改修等住宅専有部分」に、

「熱損失防止改修工事」を「熱損失防止改修工事等」に改める。 

附則第１３条第１項中「１００分の５」の次に「（商業地等に係る令和４年度分の固定資

産税にあつては、１００分の２．５）」を加える。 

附則第２７条第１項中「１００分の５」の次に「（商業地等に係る令和４年度分の都市計

画税にあつては、１００分の２．５）」を加える。 



附則第２９条中「第１５項から第１９項まで、第２１項、第２２項、第２６項、第２９項、

第３３項から第３５項まで、第３７項から第３９項まで、第４２項若しくは第４３項」を

「第１４項から第１８項まで、第２０項、第２１項、第２５項、第２８項、第３２項から第

３６項まで、第３９項、第４０項若しくは第４４項」に改める。 

 （山形市市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 山形市市税条例の一部を改正する条例（令和２年市条例第２０号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条のうち、山形市市税条例第３８条第１０項の改正規定中「第３２１条の８第６０

項」を「第３２１条の８第６２項」に、「同条第６０項」を「同条第６２項」に改め、同条

第１６項の改正規定中「第３２１条の８第６９項」を「第３２１条の８第７１項」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和４年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、公布の日か

ら施行する。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の山形市市税条例（以下「新条例」という。）の規定中固

定資産税に関する部分は、令和４年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和３年

度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

 （都市計画税に関する経過措置） 

第３条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、令和４年度以後の年度分の都市計画税に

ついて適用し、令和３年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 



報第３号 

 

   専決処分の承認について 

 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により別紙写しのとおり専決処分をしたので、同条第３

項の規定により報告し、承認を求める。 

 

  令和４年６月９日提出 

 

                          山形市長 佐 藤 孝 弘 



写 
専第１４号 

 

山形市国民健康保険税条例の一部改正について 

 

山形市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、上記のとおり専決処分する。 

 

令和４年３月３１日 

 

                          山形市長 佐 藤 孝 弘 



別紙 

山形市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

山形市国民健康保険税条例（昭和３６年市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

第６条第２項ただし書中「６３万円」を「６５万円」に改め、同条第３項ただし書中「１９

万円」を「２０万円」に改める。 

第２０条中「６３万円」を「６５万円」に改め、「１９万円」を「２０万円」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の山形市国民健康保険税条例の規定は、令和４年度以後の年度分の国民健康保険税

について適用し、令和３年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 


